
千曲市障害福祉計画（第６期）・障害児福祉計画（第２期）（案）に

対する意見募集結果 

 

貴重なご意見ありがとうございました。 

提出された意見の概要及び市の考え方は次のとおりです。 

No 意見の概要 意見に対する市の考え方 

１ 

第 2章 第 6節（3） 意思疎通支援事業

について、県では現在、奉仕員の養成は

行っていないため「要約筆記可能と認め

られる者」という基準での登録・派遣は

改正が必要ではないでしょうか。併せて、

第 4 章 第２節 １．（６）「要約筆記奉

仕員派遣事業」について、奉仕員の養成

もされていない現状で、奉仕員の派遣は

見直す案件ではないでしょうか。 

市では長野県登録要約筆記者名簿に登録 

のある、要約筆記者及び要約筆記者養成 

講座修了者を登録し派遣しています。 

また、名称を要約筆記奉仕員と総称して 

おりましたが、要約筆記者と改正いたし 

ます。 

２ 

第 3章 第 2節５．（２）市の目標設定の、

医療的ケアコーディネーターの配置です

が、どのような立場を設定されているの

でしょうか。 

 

主は医療機関から地域での生活（地域移

行）に係るコーディネート業務や地域での

体制整備等について中心的に検討する方

を想定しています。このコーディネーター

業務を「どの機関が」「どのように」担う

のが妥当なのか等、地域自立支援協議会に

おいて協議してまいります。 

３ 

2節 5．（2）総合的・専門的な相談支援の

実施の有無とありますが、総合的・専門

的な相談支援とは、具体的にはどのよう

な相談支援専門員を指すのですか。 

ここでの総合的・専門的な相談支援は、基

幹相談支援センターの機能を想定してい

ますので、サービス等利用計画を策定する

相談支援専門員とは異なります。基幹相談

支援センターに係る目標設定であること

がわかるように一部表記を修正致します。 

４ 

2 節 7.（２）千曲市職員が福祉サービス

等に係る研修その他の研修へ参加する人

数の目標は福祉課職員のみならず、他課

の職員数も見込んでいるのでしょうか。 

ここでは障害福祉サービス等に係る研修

としており、専門性が強い分野として捉え

ておりますので、本分野に係る業務を行う

職員数で設定しています。他課との連携が

必要な場合には、主となる職員から状況把

握してもらうよう連携を図りながら対応

してまいります。 



５ 

第４章 第１節４．相談支援の一般相談支

援事業は県の指定にも関わらず、市の福

祉計画として掲載されるのでしょうか。 

地域の体制整備について検討していく計

画でもありますので、県や市の指定する事

業所に関わらず、必要な社会資源等につい

ても掲載しております。 

６ 

第 3 節 障がい児の福祉サービス、１．

（４）の上から 3つ目に「・引き続き・・・」

とありますが、今まで何かしらの研修等

はありましたか。 

県が主催している「医療的ケア児等コーデ

ィネーター養成研修」が実施されておりま

すので、地域自立支援協議会等を通じて情

報共有等を図り、人材育成に努めていきた

いと考えております。 

 

  

 


